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2１．託送料金見直しに伴う特定小売供給約款の変更届出の概要

◆ 今回の特定小売料金の見直しイメージ

見直し前の特定小売料金原価 見直し後の特定小売料金原価

見直し前の
託送料金

見直し後の
需要側託送料金

発電側託送料金

今回見直し

773.7億円 773.6億円

▲0.1億円
（▲0.01円/kWh）

11億円（変動額:＋11.3億円）

241億円 230億円（変動額:▲11.4億円）

（年平均）

35.60円/kWh 35.59円/kWh

○ 当社は、本年2月5日に、経済産業大臣へ特定小売供給約款の変更（本年4月1日実施）を届出いたしました。

○ これは、発電側課金制度の導入等により託送料金が本年4月1日から改定されることに伴い、特定小売料金を見直すものです。

託送料金の
見直し



3２．特定小売料金原価の見直し内容

○ 経済産業省令（みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則）に基づいて算定した特定小売料金原価の見直し幅は、発電
側託送料金分の増加額+11.3億円と需要側託送料金分の減少額▲11.4億円を合計した▲0.1億円となります。

見直し前 見直し後 今回見直し 備考

特定小売料金原価 773.7 773.6 ▲0.1

うち発電側託送料金分 － 11.3 +11.3
発電側課金制度の導入に伴う発電側託送
料金分の支払増

うち需要側託送料金分 241.3 229.9 ▲11.4
発電側課金制度の導入等に伴う需要側託
送料金分の支払減

（億円、年平均）



4【参考】 今回見直しにおける発電側託送料金分・需要側託送料金分の算定方法

発電側託送料金分

•一般送配電事業者により今回新たに設定された発電側託送料金単価および2023年認可料金原価における
織込供給力に基づき、kW課金分（固定費）およびkWh課金分（可変費）を算定の上、それぞれ、2023
年認可料金原価における２：１：１比および発受電量比を乗じることにより算定しております。

需要側託送料金分

•四国電力送配電（株）により今回見直された需要側託送料金単価および2023年認可料金原価における
織込需要に基づき算定しております。

kW課金分
(対象kW×対象単価)

50億円

kWh課金分
(対象kWh×対象単価)

53億円

２：１：１比
（規制部門：12.018%）

発受電量比
（規制部門：10.020%）

kW課金分
6億円

kWh課金分
5億円

計：11億円

（算定イメージ）

（年平均）

総原価 特定小売料金原価分を算定 特定小売料金原価

（算定イメージ）

料金メニュー 算定方法 金額

定額電灯 電灯定額接続送電サービス単価×対象需要（灯数等） 2億円

従量電灯A 電灯標準接続送電サービス単価×対象需要（口数、電力量） 146億円

・
・
・

・
・
・

・
・
・

計： 230億円



5３．特定小売料金への反映方法（レートメーク）

○ 前述の通り、発電側託送料金の増加分と需要側託送料金の減少分のネッティングにより、特定小売料金原価は、▲0.1億円の減少となりました。

○ この変分原価を特定小売料金メニューへ反映するにあたり、
・需要側託送料金分については、四国電力送配電（株）の対応する需要側託送料金メニューの改定幅をそのまま反映
・発電側託送料金分については、需要側託送料金が、一律、電力量料金で減額されたことから、同様に、電力量料金で反映することとし、
メニュー毎の需要側託送料金の減少割合を踏まえた増分単価を機械的に算定する

ことにより、新たな料金単価を設定いたしました。

○ この結果、1kWhあたり▲0.01円の値下げとなっております。

区分および単位
改定前単価

[A]

需要側託送料金
の減分単価
[B]

発電側託送料金
の増分単価
[C]

改定後単価

[D=A+B+C]

改定幅

[D－A]

従量電灯Ａ

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 667.00 ▲ 6.16※ ＋6.05※ 666.89 ▲ 0.11

電力量
料金

11kWhをこえ120kWhまで 1kWh 30.66 ▲ 0.56 ＋0.55 30.65 ▲ 0.01

120kWhをこえ300kWhまで 1kWh 37.28 ▲ 0.56 ＋0.55 37.27 ▲ 0.01

300kWh超過 1kWh 40.79 ▲ 0.56 ＋0.55 40.78 ▲ 0.01

◆ 料金反映イメージ（従量電灯Aの場合）

四国電力送配電（株）の需要側託送料金メニューの減分単価
（電灯標準メニューの場合：▲0.56円/kWh）

（円、税込）

※ 最低料金には、最初の11kWhまでの電力量料金を含むことから、変動単価について、需要側託送料金は▲0.56円/kWh×11kWh、発電側課金影響は、0.55円kWh×11kWhで算定。

メニュー毎の需要側託送料金の減少割合を踏まえた増分単価
（従量電灯Aの場合：＋0.55円/kWh）

現行料金 見直し後料金 見直し影響額

従量電灯Ａ

（260kWh/月）
7,272円 7,269円 ▲3円

◆ モデル料金における影響額

注．現行料金・見直し後料金ともに、2024年3月分の燃料費調整単価を用いて電気料金を試算。
（2023年10月～2023年12月の平均燃料価格に基づく燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金［2023年5月分～2024年4月分の適用単価］、
国の負担軽減措置［▲3円50銭/kWh］、口座振替割引額、消費税等相当額を含む。）



6

◆ 供給条件の変更内容

項 目 内 容

附則５（この供給約款の実施にともなう
切替措置）（2）の削除

前回改定時に、[本則]約款７（需給契約の成立および契約期間）にて規定する契約期間につい
て、年度単位（４月１日から翌年３月31日）に変更したことを受け、附則側で既存契約の契約
期間についても年度単位とする旨の切替措置を規定していたが、本年３月31日をもって、当該規定
が役割を終えることから削除。

○ 今回の変更届出における供給条件の変更は、前回改定（2023年６月1日実施）時に約款附則に記載した契約期間に関する切替措置
規定の削除のみとなります。

4．供給条件の変更



7５．お客さまへのご説明

○ 今回の変更届出後、当社ホームページ内に特設ページを開設し、今回の見直し内容について、詳細にご案内しております。

○ また、毎月の検針票や請求書等により、当該特設ページをご案内するなどの情報提供を行うとともに、お客さまからのお問い合わせに対し、
丁寧なご説明に努めております。

◆ 当社ホームページの特設ページ（イメージ）

2024年2月5日 託送料金見直しに伴う低圧の電気料金の見直しおよび特定小売供給約款の変更届出について

特設ページ

【2024年4月実施】託送料金見直しに伴う低圧の電気料金の見直しについて

TOPページ

プレス資料へ



8【参考】 特定小売料金の単価一覧①

【定額電灯】

・電灯：白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器

・小型機器：主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器

（ただし、電灯と併用できないものは除く。）

・動力：電灯、小型機器以外の電気機器

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

需要家料金 1契約につき 71.50円 71.50円 ー

電灯料金

10Wまで 1灯につき 137.72円 137.68円 ▲0.04円

10Wをこえ20Wまで 1灯につき 228.16円 228.07円 ▲0.09円

20Wをこえ40Wまで 1灯につき 409.02円 408.84円 ▲0.18円

40Wをこえ60Wまで 1灯につき 589.89円 589.63円 ▲0.26円

60Wをこえ100Wまで 1灯につき 950.62円 950.20円 ▲0.42円

100Wをこえ50Wまでごとに 1灯につき 475.31円 475.10円 ▲0.21円

小型機器料金

50VAまで 1機器につき 374.11円 373.98円 ▲0.13円

50VAをこえ100VAまで 1機器につき 638.22円 637.96円 ▲0.26円

100VAをこえ50VAまでごとに 1機器につき 319.11円 318.98円 ▲0.13円

■適用範囲：電灯または小型機器を使用し、総容量が400VA以下であるもの。

（税込）



9【参考】 特定小売料金の単価一覧②

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 667.00円 666.89円 ▲0.11円

電力量料金

11kWhをこえ120kWhまで 1kWh 30.66円 30.65円 ▲0.01円

120kWhをこえ300kWhまで 1kWh 37.28円 37.27円 ▲0.01円

300kWh超過 1kWh 40.79円 40.78円 ▲0.01円

■適用範囲：電灯または小型機器を使用するお客さまで、最大需要容量が6kVA未満かつ低圧電力と同時に契約する

場合は最大需要容量と契約電力との合計が50kW未満であること、さらに定額電灯を適用できないこと。

【従量電灯Ａ】

■適用範囲：電灯または小型機器を使用するお客さまで、契約容量が6kVA以上であり、かつ原則50kVA未満であること。

なお、低圧電力とあわせて契約する場合は契約容量と契約電力の合計が50kVA未満であること。

【従量電灯Ｂ】

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

基本料金 1kVA 397.10円 397.10円 ー

電力量料金

最初の120kWhまで 1kWh 27.26円 27.25円 ▲0.01円

120kWhをこえ300kWhまで 1kWh 32.79円 32.78円 ▲0.01円

300kWh超過 1kWh 35.71円 35.70円 ▲0.01円

（税込）

（税込）



10【参考】 特定小売料金の単価一覧③

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

総容量

総容量50VAまで 1契約1日 11.22円 11.21円 ▲0.01円

50VAをこえ100VAまで 1契約1日 22.44円 22.42円 ▲0.02円

100VAをこえ500VAまでの100VAごとに 1契約1日 22.44円 22.42円 ▲0.02円

500VAをこえ1kVAまで 1契約1日 224.40円 224.18円 ▲0.22円

1kVAをこえ3kVAまでの1kVAごとに 1契約1日 224.40円 224.18円 ▲0.22円

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 811.68円 811.57円 ▲0.11円

電力量料金 11kWh超過 1kWh 43.91円 43.90円 ▲0.01円

■適用範囲：電灯または小型機器を使用し、契約使用期間が１年未満のお客さま。

【臨時電灯】

○ 臨時電灯Ａ（総容量が3kVA以下）

○ 臨時電灯Ｂ（総容量が6kVA未満、臨時電灯Ａを適用できないもの）

○ 臨時電灯Ｃ（総容量が6kVA以上、原則50kVA未満）

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

最低料金 1kVA 443.30円 443.30円 ー

電力量料金 1kWh 38.32円 38.31円 ▲0.01円

（税込）

（税込）

（税込）



11【参考】 特定小売料金の単価一覧④

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

最低料金 最初の11kWhまで 1契約 637.30円 637.19円 ▲0.11円

電力量料金 11kWh超過 1kWh 30.07円 30.06円 ▲0.01円

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

最低料金 1kVA 358.60円 358.60円 ー

電力量料金 1kWh 27.35円 27.34円 ▲0.01円

■適用範囲：公衆のために設置された電灯または小型機器のお客さま。

【公衆街路灯】

○ 公衆街路灯Ａ（総容量が1kVA未満）

○ 公衆街路灯Ｂ（総容量が6kVA未満、公衆街路灯Ａを適用できないもの）

○ 公衆街路灯Ｃ（総容量が6kVA以上、原則50kVA未満）

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

需要家料金 1契約につき 66.00円 66.00円 ー

電灯料金

10Wまで 1灯につき 134.42円 134.38円 ▲0.04円

10Wをこえ20Wまで 1灯につき 223.76円 223.67円 ▲0.09円

20Wをこえ40Wまで 1灯につき 401.32円 401.14円 ▲0.18円

40Wをこえ60Wまで 1灯につき 578.89円 578.63円 ▲0.26円

60Wをこえ100Wまで 1灯につき 933.02円 932.60円 ▲0.42円

100Wをこえ50Wまでごとに 1灯につき 466.51円 466.30円 ▲0.21円

小型機器料金

50VAまで 1機器につき 365.31円 365.18円 ▲0.13円

50VAをこえ100VAまで 1機器につき 625.02円 624.76円 ▲0.26円

100VAをこえ50VAまでごとに 1機器につき 312.51円 312.38円 ▲0.13円

（税込）

（税込）

（税込）



12【参考】 特定小売料金の単価一覧⑤

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

基本料金 1kW 1,183.71円 1,183.71円 ー

電力量料金
夏季（7～9月） 1kWh 25.98円 25.97円 ▲0.01円

その他季（10月～翌年6月） 1kWh 24.54円 24.53円 ▲0.01円

■適用範囲：動力を使用し、契約使用期間が１年未満で、契約電力が原則50kW未満のお客さま。

【臨時電力】

■適用範囲：農事用のかんがい排水のために動力を使用し、契約電力が原則50kW未満のお客さま。

【農事用電力】

■適用範囲：動力を使用し、契約電力が原則50kW未満のお客さま。

【低圧電力】

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

定額制供給 契約電力5kWまで 1kW1日 239.09円 239.01円 ▲0.08円

従量制供給

基本料金 1kW

低圧電力の
該当料金の20％増

低圧電力の
該当料金の20％増

ー
電力量料金

夏季（7～9月） 1kWh

その他季（10月～翌年6月） 1kWh

区分および単位 現行料金 見直し後料金 差

基本料金 1kW 815.21円 815.21円 ー

電力量料金
夏季（7～9月） 1kWh 21.87円 21.86円 ▲0.01円

その他季（10月～翌年6月） 1kWh 20.81円 20.80円 ▲0.01円

（税込）

（税込）

（税込）


